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平成20年７月24日（木曜日）
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会議に付した案件

○概要説明

農政水産部

１．本県における「家畜排せつ物のエネル

ギー利用」の現状について

環境森林部

１．各県における県外産業廃棄物の搬入規

制に係る条例等について

○協議事項

１．県外調査について

２．その他

出席委員（14人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 押 川 修一郎

委 員 外 山 衛

委 員 宮 原 義 久

委 員 黒 木 正 一

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

委 員 権 藤 梅 義

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

農政水産部次長 伊 藤 孝 利（農 政 担 当）

部参事兼農政企画課長 岡 崎  博

営 農 支 援 課 長 吉 田 周 司

農 産 園 芸 課 長 串 間 秀 敏

畜 産 課 長 押 川 延 夫

担 い 手 対 策 監 山 内 年

農業改良対策監 佐 藤 吉 史

消費安全企画監 八反田 憲 生

家畜防疫対策監 山 本 慎一郎

環境森林部

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

環境森林部次長 森 山 順 一（ 総 括 ）

環境森林部次長 寺 川 仁（ 技術担当 ）

部参事兼環境森林課長 飯 田 博 美

環 境 管 理 課 長 堤 義 則

環境対策推進課長 道 久 奉 三

山村・木材振興課長 楠 原 謙 一

計 画 指 導 監 森 房 光

施設調査対策監 大 坪 篤 史

事務局職員出席者

政策調査課主事 近 田 暁 洋

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二

○西村委員長 ただいまから環境・新エネルギ

ー対策特別委員会を開会いたします。

先日は、県北調査、お疲れさまでした。

まず、本日の委員会の日程でありますが、お

手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、まず、農政水産部より、「本県にお
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ける家畜排せつ物のエネルギー利用の現状」に

ついて、環境森林部より、「各県における県外

産業廃棄物の搬入規制に係る条例等」につい

て、概要説明をいただいた後に、県外調査の計

画等について御協議いただきたいと思います

が、このように取り進めてよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

農政水産部においでいただきました。概要説

明に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。

私は、本特別委員会の委員長に選任されまし

た日向市選出の西村です。

私ども14名が、４月の臨時議会において、本

特別委員会の委員として選任されました。

本日、農政水産部の皆様方には、当委員会の

調査の一環として説明をいただきますが、今後

も当委員会の担う課題解決のために努力してま

いりますので、御協力をお願いします。

なお、委員会の委員につきましては、既に配

付しました委員会名簿のとおりですので、紹介

は省略させていただきます。

また、執行部につきましても、資料の中に本

日御出席の幹部職員名簿を掲載していただいて

おりますので、紹介は省略していただいて結構

です。

それでは、概要説明をお願いします。

○後藤農政水産部長 おはようございます。農

政水産部長の後藤でございます。

本県の農水産業を取り巻く情勢は、御案内の

とおり、原油・家畜飼料価格の高騰など、大変

厳しい状況にございます。農政水産部一丸とな

りまして、農業・水産業及び農村・漁村の発展

のため、積極的に取り組んでまいりますので、

委員会を初め、委員の皆様には、御指導、御鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、座って説明させていただきます。

まず、お手元の特別委員会資料を１枚お開き

いただきまして、右側をごらんいただきたいと

思います。先ほど委員長の御発言のとおり、紹

介は割愛させていただきますが、本日、出席い

たしております職員の名簿を掲げております。

左側の目次をごらんいただきたいと思いま

す。

本日は、本県における「家畜排せつ物のエネ

ルギー利用」の現状について、説明させていた

だきます。環境への負荷を低減するとともに、

地域の条件を生かした新エネルギー導入を積極

的に進めますために、農政水産部では、畜産振

興とあわせまして、家畜排せつ物の利活用に取

り組んでいるところでございます。詳細につき

まして、後ほど畜産課長から説明させていただ

きます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

申し上げます。

○押川畜産課長 畜産課でございます。よろし

くお願いしたいと思います。

本日は、本県における家畜排せつ物のエネル

ギー利用の現状について、資料に基づき、説明

させていただきたいと思います。

委員会資料の２ページをごらんいただきたい

と思います。

１に、本県における家畜排せつ物の発生状況
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及び目標について記載しております。表をごら

んいただきたいと思います。この表は、本年３

月に策定しました「家畜排せつ物の利用の促進

を図るための県計画」に記載しているものでご

ざいまして、表の左側に平成18年、その右側に

目標年次の平成27年の飼養頭羽数に基づく家畜

の排せつ物量を家畜ごとに示しております。

表の一番下、計の欄をごらんいただきたいと

思うんですが、平成18年の家畜排せつ物の総計

は447万トンとなっております。計画では、肉用

牛を除く各家畜の飼養頭羽数は横ばいで進むも

のと想定しておりまして、肉用牛におきまして

は、高齢化等により戸数は減少していくもの

の、担い手や新規参入等による一経営体当たり

の飼養頭数は増加すると考えておりまして、平

成27年の家畜排せつ物量は476万トンとなり、29

万トンほど増加すると推計しているところでご

ざいます。

次に、２のグラフに移りますが、家畜排せつ

物の利用の現状と目標について示してございま

す。上段が平成18年、下段が平成27年の状況を

示しております。平成18年では、家畜排せつ物

量447万トンのうち、76％に当たる342万トンが

堆肥化処理され、農地に還元することで循環型

農業が展開されております。そのほか、18％

の46万トンが浄化処理され、放流や蒸散処理、

あるいは畜舎洗浄水として利用されているとこ

ろでございます。また、グラフの一番右になり

ますが、ブロイラー鶏ふんを中心に23万8,000ト

ンが焼却され、熱及び電気エネルギーとして利

用されている状況がございます。エネルギー利

用につきましては、おがくずとの混合の牛ふ

ん、豚ふん、こういったものを利用した焼却等

に今後取り組みまして、平成27年度には43万ト

ンまでエネルギー利用を拡大したいというふう

に考えておりますし、堆肥の減量化を一層推進

してまいりたいというふうに考えております。

次に、３ページをお開きいただきたいと思う

んですが、本日のテーマでございます、家畜排

せつ物のエネルギー利活用の現状について、３

のほうに記載しております。

まず、（１）でございますが、鶏ふんを利用

した焼却発電施設を２例記載しております。こ

のシステムは、鶏ふんを原料に、専用ボイラー

で燃焼させ、それから発生する蒸気を利用した

タービンを回し、発電を行うものでございま

す。上段が、都城市にあります南国興産の例で

ございまして、日本初の鶏ふん発電の取り組み

であります。この施設は、平成13年に事業費

約22億円で整備され、日量300トン、年間10万ト

ンの鶏ふんを焼却し、エネルギー化し、工場内

で利用する75％のエネルギーを賄っておるとこ

ろでございます。余剰電力につきましては九州

電力に売却というような形になっております。

次に、先日御視察いただきました川南町のみ

やざきバイオマスリサイクルについてでござい

ます。平成16年に国内最大級の鶏ふん発電施設

として、事業費約41億円で整備したところでご

ざいます。日量440トン、年間13万トン余りのブ

ロイラー鶏ふんを焼却し、発電する施設となっ

ております。発電出力は１時間当たり１万1,350

キロワットとなっておりまして、得られた電力

のほとんどを九州電力に売却するというような

形になっております。その売電量でございます

けれども、年間6,100万キロワットとなっており

まして、約１万7,000戸の一般家庭に供給する量

に匹敵するところでございます。

これらの取り組みは、畜産経営に大きなメ

リットを及ぼしておりまして、黒ぽつに示して

おりますが、１点目は、県内ブロイラー産業各
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社が一体となって取り組んだということが大き

な点だろうというふうに考えております。そう

いうところで、ブロイラー鶏ふんのほぼ全量が

焼却されるという体制が確立したところでござ

います。これによって、堆肥の減量化なりエネ

ルギー化、こういったものが積極的に図られた

というようなところがございます。

２点目に、ブロイラー農家の鶏ふんが２施設

で効率的に処理されておりますし、鶏舎周辺地

域の環境改善が図られたこと、また、農家が処

理に対する精神的及び経済的負担から解放され

ておりまして、経営の安定化、健全化が図られ

ているというような状況がございます。

（２）には、牛及び豚のふん尿を利用したメ

タン発酵発電施設について２例記載しておりま

す。このシステムは、ふん尿を原料に、微生物

による密閉型発酵施設でメタンガスを生成し、

これを燃料としてガスタービンを回し、発電を

行うものでございます。上段の高千穂牧場は、

平成15年に事業費約１億3,000万で整備し、日量

６トンの牛のふん尿をメタン発酵、電気エネル

ギー化し、場内の施設で利用しております。下

段の小林バイオマスリサイクルセンターにつき

ましては、平成17年に事業費約１億5,000万で整

備し、日量15トンの牛ふん及び豚ふん尿をメタ

ン発酵、電気エネルギー化し、施設の動力源と

して利用しているところでございます。

これらのメタン発酵施設は、密閉型の処理方

式でございますから、悪臭対策や環境保全が十

分図られた施設になってございますし、また高

千穂牧場につきましては、観光牧場でございま

すから、景観を損ねないというような状況にも

きちんと配慮された施設になっております。

次に、４ページをお開きいただきたいと思い

ます。４に、家畜排せつ物のエネルギー利活用

のメリットと課題を記載しております。

まず、（１）の焼却発電のメリットと課題に

ついてでありますが、メリットとしましては、

熱や発電によるエネルギー利用が可能であるこ

と。エネルギーの循環や堆肥の減量化により環

境負荷の軽減が図られること。また、焼却後に

は、原料の約10分の１の焼却灰が発生するとい

うふうになっておりますが、焼却灰に含まれる

燐、カリウムの含量は非常に高いものがござい

ますから、現在、肥料資源として非常に有効に

活用が図られているところでございます。

一方、課題といたしましては、施設整備費が

高額であること、また、水分含量の多い豚ふん

等の利用が非常に困難、燃やすことができない

という状況もございますから、これらの利活用

についての課題が今後取り上げられていくだろ

うというふうに考えております。

次に、メタン発酵発電についてであります

が、メリットといたしましては、蒸気と同様、

エネルギー化や環境負荷の軽減のほか、密閉型

施設により臭気が外部に漏れない構造となって

おりまして、また、発酵処理後の消化液が液状

肥料として利用可能であるということが挙げら

れるというふうに考えております。

課題といたしましては、先ほど申し上げまし

たように、同じく施設費が高額であることのほ

か、消化液の処理―農地還元するわけでござ

いますが、こういったものに十分な農地が必要

というようなことが挙げられていきます。

一番最後に、今後の展開の考え方について述

べております。１点目といたしましては、今後

とも堆肥の有効利用による環境保全型農業の推

進を図ってまいります。これを基本としていく

ことにしておりますが、家畜排せつ物の焼却等

によるエネルギー利用の推進を図りまして、堆
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肥の減量化にも極めて努めてまいりたいという

ふうに考えています。また、鶏ふんペレットに

よるハウス暖房用ボイラーの開発、それから、

木質バイオマスでございます、おがくず等の混

合ふん、豚ふん等を利用した焼却、エネルギー

化、または燃料化開発の支援を行いまして、バ

イオマス資源として家畜排せつ物のエネルギー

化の取り組みを一層推進してまいりたいと考え

ておるところでございます。

以上で説明を終わります。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたらお願いいたしま

す。

○井本委員 この前、延岡の下水処理場で発電

をやっていましたけど、あれはメタンだけど、

メタン発酵の４ページの（２）だけど、これ

は、効率はいいんだと、これは我々に資料を提

供する部分は別よ、これを売電したら幾らだと

か、元は何年かかったら取れるんだというもの

をね、やっぱりきちっと出してくべきでしょ

う。何度も何度も言うけど、コストというのは

エネルギーと同じなんです。エネルギーがそこ

に入ってるんです。これだったら、１億5,000万

のエネルギーを入れてると理解するわけです。

簡単に言えば、石油燃やしたりなんかしている

わけですが、それを結局、その施設を運営する

ことによって、それ以上のものを排出できなけ

れば、環境にいいとはいうことはできんわけで

すね。鶏糞の場合はですよ、メリットとして鶏

糞の減量が可能とか、あるいは、立派な肥料原

料が取れるとか、一概に、費用対効果というこ

とは言えないけど、発電だけの施設は、費用対

効果がわかるでしょ。そのとき、はたして１億

何千万もかけたぶん、どのくらい電気が取れる

のか、計算しているんですか。

○押川畜産課長 それにつきまして、確かに事

業費１億5,000万そのままでやりますと、なかな

か採算ベースに乗らないと私たちも踏んでおり

ます。これは国費が7,700万ほど入ってございま

すので、約半分というふうな形になっておりま

すが、小林バイオマスセンターにつきまして

は、堆肥化処理の施設も持っておりまして、そ

れと合計した収支決算をいただいているところ

でございますけれども、収入が約2,300万ほどあ

る、それから支出が2,200万ほどあるというよう

な状況の中で、メタンガスの処理の部分につい

ては料金を取っていないという状況もございま

すから、これに料金を加算していくと、そう

いったものがこの7,000万ぐらいの改修費に充て

ていけると踏んでおりますけれども、現在のと

ころ、とんとんで運営できているという状況に

あるというふうに私たちも聞いております。

○井本委員 あのね、国が出したとか、県が出

したとかいう問題ではないんです。幾らかかっ

たかというのは、何度も言うように、エネルギ

ーを入れているんです。だから、エネルギーを

本当にね、１億5,500万円のエネルギーが入って

いるんだから、それ以上を排出することで、ク

リーンエネルギーと言えるんでしょ。それを

言っているわけだから、私ははっきり言って、

官僚のやることは、あんまり信用しないんです

よ。彼らは、金ばっかりかかってね、実際、本

当にクリーンエネルギーなのかどうか心配して

いるんですよ。自分たちの仕事をふやすため

に、こんなことをやっているんではないかと疑

心暗鬼なんです。この辺のところをきちんと

ね、これはクリーンエネルギーを出しているん

ですよという根拠を示してくと言うわけです。

その辺はどうなの。

○押川畜産課長 小林のバイオマスリサイクル
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センターにつきましては、第三者が運営を現在

のところやっている状況でございます。施設は

小林市がつくっておりますが、運営は第三者

に、一般の民間の方にゆだねているという状況

がございまして、その方たちのお話を伺う中に

おきましても、現在のところ、発電したものは

動力源として施設内で使っているというところ

もございますから、今のところは有効に使われ

ていると、エネルギーへの効果もあるというふ

うに私たちは聞いているところでございます。

○井本委員 あんまり、私が言い過ぎているの

もなんですけど。だからね、出してください

よ、表をね。どのくらいエネルギーとして売電

すれば元が取れるとか、ようするに、元が取れ

るかどうかという話なんです。簡単に言えば

ね。元が取れる物を１億何千万で、30何年間も

かけて、30年もあとには、たいがい壊れてしま

いますよ。それに特殊材機器やら何やら足した

ら、私は元は取れんのじゃないかと、心配して

いるわけです。それをクリーンエネルギーとい

う名前のもとにやることが、私は詐欺だと、国

民に対すると、私はそう思っています。

○蓬原委員 関連して。要は、地球温暖化対策

で、炭酸ガスあるいは地球温暖化効果ガスを減

らすという目的が１つあると思うんです。メタ

ンは炭酸ガスの21倍温室効果があると言われて

いますから、燃やして炭酸ガスにしたほうが21

分の１に減るんだと、そういう効果が１つあり

ますね。今、井本委員がおっしゃるように、要

は、民間がこれを補助金なしでやったときにペ

イするかという話だと思うんです。国から補助

があるからつくる、その分お金が要らないか

ら。それで果たしてペイするかという話だと思

うので、問題は、そこまでいって初めて、試験

的にというか、これが広がっていったときに、

その目的であるところの温室効果ガスを減らす

という効果が出るので、民間が果たして国の補

助金なしでやれるところまでペイする効果があ

るのかということだろうと思うんです。だか

ら、そこのところを知りたい。そこがどうも

ファジーだなというところで疑心暗鬼という

か、本当に効果があるの、結果的には物すごい

エネルギーを突っ込んで炭酸ガス発生させて、

実際は、抑えている炭酸ガスの差し引きで言え

ば、炭酸ガスをふやしているんじゃないかとい

う疑念も出てくるわけです。そこ辺を明確にお

答えいただきたいということなんです。

○押川畜産課長 確かに、このバイオマスエネ

ルギー化の取り組みと申しますのは、事業化ベ

ースには非常に乗りにくいと私たちも考えてお

ります。ですから、国の補助金等を使いながら

やっていかないとペイする状況にはならないと

いうふうに考えておりますが、そのほかの効果

といたしまして、養豚農家のふん尿処理施設の

整備が要らないこと、動力源として施設内でか

なり使えるという状況もございますし、そう

いったところを踏まえて、今後、事業として取

り組めるような方向づけ、計算とかそういった

ものを求めましてやっていきたいというふうに

考えております。

○井本委員 自分とこで使うのは当たり前のこ

となんです。もう一つ言った、ふん尿の処理場

がいらないということを明確に書いとかないと

いかん。メリットもいろいろ上のほうに書いて

いるわけよ。鶏糞が肥料原料、たい肥の減量化

が可能ですと。それプラス、そういったエネル

ギーもいっぱい作れるということになれば、そ

れは費用対効果としてあるんじゃないかなのと

いう気がするわけです。これだけだと、下の方

に書いてあるけど、悪臭が外に漏れないとか書
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いてあるけど、これじゃ、特にメリットになら

ないんじゃないかと思って、言ったわけです。

だから、メリットがあれば、それを書いて、そ

うすれば、エネルギーのほうもプラスだと言え

ると思いますので。

○黒木覚市委員 施設の始まりは、今言うふん

尿処理から始めているんです。バイオマスとい

うのは、後で、こういうものをやればこの処理

がうまくいくんじゃないかというところから始

まったものだから、費用対効果を先に言うた

ら、今言うような問題が出てきて利益にはつな

がらない面が出てくるんです。そこでの環境の

問題から始まったものだから、そこの利点を

やっぱりうたい出さないと、それでメリットが

あるんですというふうに持っていかないと、費

用対効果では、恐らくペイするのがやっとかな

という気はするんです。だから、考え方を、そ

こから発想しているというふうに持っていかな

いと。

○鳥飼委員 １つ教えていただきたいことがあ

るんですが、家畜排せつ物は447万トンというこ

とで、産業廃棄物の７割ぐらいかなと思ってい

たんですけれども、何％ぐらいになりますか。

○押川畜産課長 その数字の量的なものは今資

料を持っておりません。

○鳥飼委員 私は、500万トンぐらいかなと。そ

のうちの７割ちょっとぐらいが畜産関係だと

思っていたんですけど、447万トンあるものです

から、ふえたのかなと。私の勉強不足なんです

けれども、それは後で教えていただくとして、

堆肥利用と委託処理ということで、いろいろ処

理が書いてありますけれど、堆肥化処理、各農

家でもそれぞれ大型のをつけているところも

あったりすると思うんですけれども、ここを御

説明いただけますか。

○押川畜産課長 堆肥利用の342万トンの数字で

ございますけれども、これを堆肥化処理―委

託処理も入っておりますが、個人でやられる方

もいらっしゃいます。広域の施設で堆肥処理さ

れる方もいらっしゃいます。そういったところ

で処理されているという状況がございまして、

これから生産される堆肥が174万トンというふう

に我々は踏んでおりまして、これが農地還元さ

れているという状況があるように考えておりま

す。

○鳥飼委員 174万トンが堆肥ということで、直

接この委員会には関係ないんですけれども、そ

ういうことで処理をされているということです

ね。南国興産、みやざきバイオマス、これは鶏

ふんのほうですけれども、ブロイラーについて

はほぼ100％処理がされているということです。

高千穂牧場と小林バイオマスリサイクルセンタ

ーのほうの再処理といいますか、エネルギー化

の中で、どんなふうになりますか、メタンで処

理をされているというのは。

○押川畜産課長 メタンで発酵処理しておりま

す高千穂牧場につきましては、あそこは乳用牛

を飼われておりますから、あの部分だけでござ

います。それが６トンぐらいの処理量になって

おりますから、その分だけ。それから、小林バ

イオマスリサイクルセンターにつきましては、

日量15トンですから、そう多くない数字でござ

いまして、堆肥の減量化にはなかなか貢献して

いないという状況がまだあるというふうに考え

ております。

○鳥飼委員 メタン化というのは、先ほど出た

ように、４倍そういうのが発生するということ

ですけれども、極めて先進的な取り組みという

ことですね。そうすると、今後の展開といいま

すか、先週も新エネルギーということで、チッ
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プのこととか、ブロイラーの鶏ふんの処理とか

見せていただいたんですけれども、400万トン近

くあるわけですけれども、今後、新たな展開と

いうか、ここにこういうのができそうだとか、

新しい事業化といいますか、そういう計画は具

体的に上がっているんでしょうか。

○押川畜産課長 そういう話は、具体的にたま

として、現在のところ、メタンガス発酵施設を

つくろうという話はなかなか出てきていないの

が現状でございます。ですから、先ほど申し上

げましたような、今後の展開の考え方の中でお

示ししましたように、ペレット化して燃料化し

ていくというような形で展開したいと。これは

牛ふん、豚ふんも利用できるのではないか、バ

イオマスのおがくずを使っておりますから、そ

の部分で何か活用が展開できるんじゃないか。

こういった面で減量化が図られるのではないか

というようなところも考えておりますし、それ

から、今こういう燃油高騰といった状況の中で

は、私の考えでございますが、例えば、マンゴ

ー団地にメタンガスの施設をつくりまして、そ

こに豚ふんを持ち込む。要するに養豚業者さん

は堆肥施設をつくらなくていいという状況が出

てきますから、それがメリットになるというこ

とと、そこから得られたエネルギーをハウス内

で使っていくというような形。それから得られ

たエネルギーを、夏場は使いませんので、その

ときには、例えばゆーぱるのじりで使っていた

だいて循環していただくというような方法もと

れるのかなと。そういう構想も少し考えてみて

もいいのかなというような感じも持っておりま

すし、南国興産のほうでエネルギーが必要だ

と。あそこは今75％はこれで賄っておりますけ

れども、まだ欲しいというような状況がござい

ます。２基目の増設というところも話が出てお

りますから、前向きに考えていけるんじゃない

かというふうに考えております。

それから、バイオマス資源の発生量は、約600

万トンというふうになっております。

○鳥飼委員 私が記憶しているのは10年ぐらい

前の数字で、ふえているんですね。コージェネ

レーションといいますか、そういう意味では、

とりわけ畜産の廃棄物をこういうふうにして新

エネルギーに活用していくというのは、例えば

県病院の中に発電のエネルギー施設をつくって

いくというようなことで今やっていますけれど

も、展望といいますか、畜産県としては進めて

いくべき事業かなと思っているんです。そこ

で、進んでいるという、例えば太陽電池でした

ら昭和シェルとかいろいろあるんですけれど

も、この研究といいますか、事業化に向けて取

り組んでいるというのは、どこら辺があるんで

しょうか。

○押川畜産課長 先ほど御紹介いたしました鶏

ふんペレットの話につきまして、今、南国興産

で、ボイラーを使って鶏ふん燃焼試験をやって

おりまして、どのくらいでいけるのかと。今度

２号基をつくっていこうかという状況にまで来

ております。鶏ふんペレットの原料を大体30円

で供給できるんじゃないかと考えておりますけ

れども、熱源としては5,000キロカロリーぐらい

でございますから、重油に比べて約半分という

ふうに見ていただくと、60円の世界かなという

ふうに考えております。こういったところもご

ざいますし、また、先ほど申し上げました、お

がくずを使った燃料化の問題という話につきま

しては、産学官で取り組んでいくというところ

を今考えておりまして、そういう呼びかけを現

在のところやっているところでございます。

○鳥飼委員 私がお聞きしたのは、南国興産の
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機械ですね、設備を製造したところ、いろんな

業界で切磋琢磨していると思うんですけれど

も、例えば三菱とか大きなメーカーがあります

ね、課長がいろいろ聞かれてみて、これは非常

に有望なのではないかとか、コージェネレー

ション向きで、ある程度の農家ではこれを取り

つけていくといいんじゃないかとか、そんなこ

とも調査をしておられると思いますから、そこ

ら辺の状況を把握をしておられればということ

でお聞きしたところなんです。

○押川畜産課長 ボイラーにつきましては、地

元の業者さんとタイアップしてやられていると

いう話を聞いておりますし、三菱マテリアル、

こういったところもかんでやっていただいてい

るという状況がございます。鶏ふんを燃やした

場合に、やはり灰が出てきますので、この灰を

燃焼している最中にどうやって取り出すかとい

うのが、今、課題ということで彼らもやってお

りまして、それをうまく取り出してくることで

ボイラーの中がうまく燃焼して、効率的な燃焼

エネルギーが得られる。そこまで見通しを今立

てている状況でございます。以上でございま

す。

○鳥飼委員 最後に、売電の価格は大体どれぐ

らいというふうに聞いておられるんですか。

○押川畜産課長 売電の価格でございますけれ

ども、南国興産の例を御紹介したいと考えてお

ります。現在は、夏場の昼で、１キロワットア

ワー当たり12.8円で売電しております。夏を除

くと11.4円になります。それから、夜は４円と

なっております。ＲＰＳ法（電気事業者による

新エネルギー等の利用に関する特別措置法）が

現在できているわけでございますけれども、こ

の事業によりまして電力業者の義務も発生して

おりますから、こういった状況の中で、先ほど

申し上げたような金額での取引になっておりま

す。ただ、これ以前につきましては、夏場の昼

で7.5円というような世界でございまして、夜

も2.15円というような状況でございましたの

で、こういう価格ではなかなか採算ベースに乗

らないという話になっていくのではないか。我

々としては、太陽光発電の25円並みまで引っ

張っていきたいという思いはあるんですけれど

も、それはちょっと厳しいかなと考えていま

す。

○徳重委員 １つだけお尋ねしてみたいと思い

ます。ブロイラーの焼却施設は、南国興産、み

やざきバイオマスリサイクル、２つあります。

ブロイラー関係あるいは採卵関係の鶏ふんの処

理は、この数字から見ると100％に近いといって

もいいんですね。そうなると思います。27年度

においては、現在からすると、鶏が259万8,000

羽減るということになっております。そうする

と大変な減量になるんじゃないかと思うんで

す。この２つの処理場は運営できるのかなと。

私はまだほかにも、飼料高騰、いろんな問題か

ら、養鶏業者、ブロイラーの生産者が減ってい

くんじゃないかと考えるときに、この２つの工

場は運営できるのかなと。今先ほど、南国興産

さんがもう１基つくるとおっしゃったようであ

りますが、本当にやっていけるのか。どう思わ

れますか。

○押川畜産課長 平成27年の数字を申し上げま

すと、ブロイラーのふんで落ちてまいりますの

は5,000トンでございますから、それは影響ない

んじゃないかと考えておりますけど、レイヤー

の部分がこれに加算されていないという状況も

ございますから、燃料の問題についてはそう心

配要らないのではないかというふうに考えてい

るところでございます。今後、豚ふん、牛ふ
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ん、こういったものも展開できれば、燃料とし

てはまだまだあるので、大丈夫じゃないかとい

うふうに考えております。

○徳重委員 ブロイラーの施設に今おっしゃっ

た豚ふん、牛ふんの乾燥のものを投げ込んで

やっていくという考え方は不可能なんですか。

ほかのものまでは無理なんですか。焼却炉の関

係もいろいろあるだろうと思うんですけど、不

可能なんですか。

○押川畜産課長 ボイラーの問題を一つ解決し

なきゃいけないんじゃないかと考えております

し、ボイラーの流入させる、要するにブロイラ

ーのふんは水分含量が低うございますから、非

常に熱効率がいいということで燃やしやすい。

牛ふん、豚ふんになりますと、水分含量がやや

高くなってまいりますから、非常に燃やしにく

いと。非常にじゃないんですけど、やや燃やし

にくくなって燃焼効率が悪いという部分がござ

いますから、ボイラーの問題等をどうやって解

決していくか、その辺が課題かなというふうに

現在考えているところでございまして、ボイラ

ーのメーカーさんあたりにその辺の解決方法を

探っていただけないかというところを申し上げ

ながら、南国興産と対応しているところでござ

います。以上でございます。

○徳重委員 最後ですが、我が宮崎県は畜産県

でもありますし、農業県です。耕種農業もたく

さんあるわけです。畑作も多い。あるいはかん

がい用水もいっぱいできてまいりました。作物

をつくるということになりますと、堆肥です

ね、土づくりということになるわけですから、

堆肥がなくなると非常に困るんです。焼却して

新たなエネルギーをつくっていくことも大事な

ことかと思いますけれども、やはりいかに農地

に還元するかということを真剣に考えていかな

いと、農地は荒れてしまうことになるんじゃな

いかと。そして耕作放棄地も多くなるというよ

うなことを考えると、より優良な堆肥を生産す

る、増産させるというような方向に、特に畜産

課の皆さん方については前向きに取り組んでほ

しいということをお願いしておきたいと思いま

すが、そのことについてお考えをお聞きしたい

と思います。

○押川畜産課長 先ほど御説明しましたよう

に、堆肥の有効利用を図りまして、環境保全型

農業の推進を基本的に考えておりますから、そ

れは十分展開したいというふうに考えておりま

す。やはり、堆肥を使って土づくりをやって、

おいしい米なり、おいしい作物をつくっていた

だきたいというのが、私の願望でございます

し、また、化学肥料を減らしていくエコファー

マー的な取り組みも、今後かなりふえていくだ

ろうと考えておりますから、そういう面では、

委員の御指摘のとおり、環境保全型農業、土を

きちんとつくっていく、そういったものを中心

の柱として据えて、我々も取り組んでまいりた

いというふうに考えております。以上です。

○蓬原委員 今のに反対するわけじゃないんで

すが、今日はエネルギーを主幹とした特別委員

会なんです。富栄養化する日本と。外国から飼

料を入れる。作物をつくる。人間が排するもの

を含めて堆肥なり出てくる。したがって、エネ

ルギーの国際間の移動としては、アメリカな

り、オーストラリアなり、中国なりのエネルギ

ー化されたものを日本に運んで、それを堆肥化

して日本の土中に埋めている。だから、プラマ

イでいくと、日本へのエネルギーの流入量とい

うのは物すごい量なわけです。これはエネルギ

ー換算で計算上あると思うんです。そうしたと

きに、今問題になっているのが、川の富栄養化
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であり、亜硝酸性窒素の問題となって出てきて

いるわけです。だから、富栄養化する堆肥分、

過剰に入ってきたエネルギー分をどうやって別

のエネルギーに変えるかというのが、この新エ

ネルギーかなと。いわゆるここで出てくる消化

ガスであり、延岡でやっている消化ガス発電で

すね。人間が排出する分から出るメタンを発酵

させる消化ガスであり、同じような発想が高千

穂牧場であり、小林のバイオマスリサイクルセ

ンターだろうと思うので、何でも土中還元がい

いかというと、富栄養化する日本という、トー

タル的な世界間のエネルギーの移動ということ

で考えると、どこかで別なエネルギーに、燃や

してやらないといかんということがあると思う

んです。ちょっと漠としたことですけど、せっ

かく議論の場ですから、そのあたりのことにつ

いての考えをお聞かせいただくといいなと思う

んです。

○押川畜産課長 確かに、世界的に見れば、カ

ーボンニュートラルの世界ができ上がってい

く。ただ、委員御指摘のとおり、日本でそれを

農地などに還元してしまうと、高栄養化という

話になっていくだろうというふうに考えており

ますから、この国際的なやりとりというのは、

今後ある程度想定される問題ではないかと私も

考えております。ただ、具体的にはそういった

問題の提起には至らないというような状況があ

るかというふうに考えております。富養化にな

る、そういったものも考えながら我々は取り組

んでいかなきゃいけないというふうに考えてお

りまして、確かに委員お住まいの北諸につきま

しては、約130％の堆肥の供給量になっていると

いう状況もございますし、児湯の120％ぐらいに

なっている。西諸で100％ぐらいかなというふう

に我々は想定しているところですが、それを回

せる地域もございますし、県外あたり、例えば

北九州や佐賀とかそういったところに持ってい

きまして、農地に還元できる量、そういったも

のを考えながら当面はやっていかざるを得ない

のかなと。それで富養化とか高栄養化を防いで

いかなきゃいけないのかなというような感じは

持っているところでございます。以上でござい

ます。

○宮原委員 南国興産とみやざきバイオマスで

発電出力が違うということで、上のほうに、南

国興産ではどうのこうのというふうに書いてあ

るんですが、補助率ですね、22億に対しての国

・県、41億に対しての国・県の補助率が違うん

ですが、13年、16年、年度が違うということ

で、補助率が下がってきているということなの

か、南国興産が処理する分が、先ほどありまし

たように採卵鶏であるとか燃焼率が悪いとか、

そういうことでこういうことになっているんで

すか。

○押川畜産課長 まず、発電能力のほうを先に

お答えしたいと思うんですが、南国興産につき

ましては、レンダリング工場を持っておりまし

て、そういう面で蒸気を使いたいという要望が

ございましたので、発電能力の部分はかなり抑

えてございます。ですから、事業費の減につな

がっているというような話になるだろうという

ふうに考えております。それから、みやざきバ

イオマスにつきましては、ほとんど売電をする

という施設で、発電能力の高い機械を据えてい

るという状況がありまして、事業費の増につな

がっているというふうに考えております。

それから、確かに国庫補助率が違っておりま

すが、そのときそのときの国の予算の関係がご

ざいまして、こういった割合になってきてい

る。基本的には２分の１助成の話なんですが、
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余りにも事業費が高かったというところもござ

いますし、国のほうの手当てがなかなかできな

かったという状況の中で、この差が出てきてい

るというふうになっております。以上でござい

ます。

○宮原委員 国がそういう状況であるというこ

とは、県もやはりそういう状況だったというこ

とで判断すればいいんですか。

○押川畜産課長 そう考えていただいて結構で

ございます。

○鳥飼委員 先ほど、ボイラーの中で10％ぐら

い焼却残渣が残るということでしたね。この間

お伺いした川南町のみやざきバイオマスは、大

きな袋に入れて県外に。結構売れ行きがいいよ

うな感じで、詳しい説明は受けなかったんです

けれども、販売先といいますか、それは非常に

好調ということなんでしょうか。

○押川畜産課長 焼却灰につきましては、大体

粉状で、あれに入っていた状況の中でキロ当た

り10円、要するに１トン1,000円ぐらいで売却さ

れていると。南国興産はペレットも一時取り組

んだことがございまして、ペレットにした場合

にはキロ当たり50円で販売されていた状況がご

ざいます。以前は、焼却灰がなかなか売れない

という状況がございました。南国興産といたし

ましても、中国あたりに輸出とかそういった中

で切り抜けてきた状況がございますけれども、

現状では、肥料の原料としてのカリとかそう

いったものが入ってきにくくなっている中で、

引っ張りだこという状況がございますから、若

干高目でお取引いただいていると。肥料を原料

としてきちんととっていただいているというよ

うな状況がございまして、今はそういった問題

の苦しみはなくなっているような状況がござい

ます。

○西村委員長 ほかにございませんでしょう

か。

ないようですので、これで終わりたいと思い

ます。

執行部の皆様方、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時50分休憩

午前10時52分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

環境森林部においでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○髙柳環境森林部長 環境森林部でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

座って説明をさせていただきます。

本日の説明事項につきましては、お手元にお

配りしております環境・新エネルギー対策特別

委員会資料の表紙にありますように、「各県に

おける県外産業廃棄物の搬入規制に係る条例等

について」であります。

県外産業廃棄物の搬入に関しまして、条例等

で何らかの規制を設けている他県の規定内容と

本県の考え方について御説明をさせていただき

ます。詳細につきましては、担当課長のほうか

ら説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○道久環境対策推進課長 それでは、各県にお

きます県外産業廃棄物の搬入規制に係る条例等

につきまして、私のほうから説明させていただ

きます。

特別委員会資料の１ページをお開きいただき

たいと思います。前回御説明いたしましたが、

県外産業廃棄物につきまして条例で規制をして

いるのは、ここに掲げております13県でござい

ます。ページ右側の規定内容の欄にありますよ
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うに、搬入前に産業廃棄物の種類や量などにつ

いて事前協議を行い、承認を得たものだけが搬

入することができる事前協議制としている県が

８県ございます。白丸で印をいたしておりま

す。それから、事前に届け出れば搬入できる事

前届出制をとっている県が５県ございます。ま

た、２ページの左端にありますように、無断搬

入への措置として、無断搬入があった場合、ほ

とんどの県で勧告をし、この勧告に従わない場

合は、勧告内容の公表で対応することとなって

おります。なお、勧告につきましては、岩手

県、秋田県で行った例がございますけれども、

その他の県では実例がございません。また、勧

告内容の公表につきましては、ここにある13県

すべてにおいて実例はございません。

香川県の条例につきましては、すべての県外

産業廃棄物を対象としているのではなく、１ペ

ージの左から３段目になりますけれども、条例

名のところに米印で記載しているとおり、循環

的な利用についてのみ規定する条例となってお

りまして、他県と同様に、勧告、勧告内容の公

表に加えまして、罰金30万円を規定しておりま

すけれども、これは循環的な利用を無断で行っ

たものを対象とした罰則でございます。

２ページの中ほど、その他の欄にございます

ように、青森県、岩手県、秋田県、大分県につ

いては、協力金という制度を導入いたしており

ます。これは、例えば埋め立て処分目的で搬入

する場合、１トン当たり500円を徴収すること

で、排出業者に経済的負荷を加えまして、これ

によりまして搬入量を抑制しようとするもので

ございます。

各県の規制内容でございますけれども、先ほ

ど申し上げました事前届出制につきましては、

福島県、岐阜県、それから、愛知県、三重県、

山口県の５県でございます。事前届出制の場

合、事業者から届け出がございまして、内容に

不備がなければ県は受理しなければならないた

め、搬入を認めないとすることができませんの

で、実質的な規制措置ではございません。

また、事前協議制をとっている県のうち、茨

木県、新潟県、静岡県につきましては、２ペー

ジの一番右側の搬入の制限の欄に「なし」と記

載しておりますとおり、条例で定められた事前

協議があれば搬入を制限することがありません

ので、これも実質的な規制ではございません。

残りの青森県、岩手県、秋田県、香川県、大

分県の条例につきまして、２ページの搬入の制

限の欄を中心に順番に御説明させていただきま

す。

まず、青森県につきましては、条例または規

則には搬入を制限する旨の規定はございません

が、行政指導で、埋め立て処分目的の搬入は認

めないとしております。

岩手県につきましては、再利用とか熱利用な

どの循環的な利用目的とか、貴金属の回収目的

であれば搬入を認めておりますけれども、埋め

立て処分目的の搬入については、青森、秋田、

両県以外からの搬入は認めない旨のことを規則

で規定しております。

秋田県につきましては、青森県と同様に、条

例または規則には搬入を制限する旨の規定はご

ざいません。ただ、秋田県では、秋田県での処

分がやむを得ない場合にのみ認めるとの運用を

行政指導として行っております。秋田県が認め

る例としましては、特殊処理により金属を回収

する処分業者への搬入とか、条例施行前に要綱

で規制していたときから認めていた継続案件が

あるというふうにお聞きいたしております。

続きまして、香川県につきましては、搬入の
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制限の欄に記載のとおり、再生利用や熱利用な

どの循環的な利用目的である場合のみ搬入を認

めることとしております。この香川県の条例

は、循環的な利用目的の搬入についてのみ規定

しているものでございまして、最も環境負荷の

大きい埋め立て処分などについては、従来から

別途要綱を定めて規制しまして、その要綱で

は、他県からの搬入を原則禁止としておりま

す。つまり、香川県は、従来、要綱で規制して

いたもののうち、１つの処理形態でございます

循環的な利用のみを抜き出して条例としている

状況にございまして、最も環境負荷の大きな埋

め立て処分などについては、要綱のままで規制

している状況でございます。

香川県が一部のみを抜き出して条例としてい

ることにつきまして、お聞きしたところ、県外

産業廃棄物の搬入を原則禁止とするためには、

すべてを条例化することはできなかったとの説

明でございました。

この点につきまして御説明いたしますと、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、国

内での適正処理を規定する法律でございまし

て、県境を考慮しない広域的な処理が前提とさ

れております。条例は、地方自治法におきまし

て、法令に違反しない限りにおいて制定するこ

とができると規定されておりまして、関係法令

との整合性が問われますので、仮に産業廃棄物

を条例で規制しようとした場合、法が前提とす

る広域的な処理を否定することはできないと考

えられます。また、要綱に基づく指導は法令の

根拠を要するものではございませんので、要綱

は地域の実情に応じて制定し、運用することが

できると考えているところでございます。

最後に、大分県についてでございます。従

来、大分県は、県外産業廃棄物の埋め立て処分

目的の搬入については、原則禁止を基本方針と

しておりましたけれども、相次ぐ無断搬入、不

適正処理が問題化いたしまして、条例化に至っ

たとお聞きいたしております。大分県では、条

例化するに当たり、先ほど御説明しましたとお

り、法との関係で広域的な処理を容認すること

として、県外産業廃棄物の原則禁止を廃止した

ため、全国からの搬入を認めざるを得なくなっ

たとお聞きいたしております。ただし、そのか

わり、経済的な負荷を与え、搬入量を制限する

目的で、東北３県が先に導入していました協力

金制度を導入したようでございます。この協力

金につきましては、その効果を大分県にお聞き

しましたところ、効果はないとの回答でござい

まして、実際に平成18年度に大分県に搬入され

た量は、搬入量で132万トン、そのうち最終処分

量は14万トンであり、平成19年度も同等程度と

お聞きいたしております。なお、本県への搬入

量は王子製紙分を除きまして平成19年度実績

で10万トン、そのうち最終処分量は６万7,000ト

ンでございますので、大分県には、本県と比較

しまして搬入量で13倍、最終処分で２倍の産業

廃棄物が搬入されている状況にございます。

続きまして、条例を定めている13県と比較す

るため、表の一番下に、本県の要綱について記

載いたしておりますので、これら13県と比較し

て説明いたします。

本県は、事前協議制としておりまして、無断

搬入への措置としましては、他県と同様に、勧

告及び勧告内容の公表で対応することとしてお

ります。なお、勧告については、無断搬入に関

して、排出業者や受け入れた処分業者を対象に

行ったことがありますけれども、勧告内容の公

表については他県と同様に、実例はございませ

ん。また、その他の欄にございますように、本
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県は、産業廃棄物の搬入については、原則禁止

を基本方針といたしております。搬入の制限と

しましては、燃料として搬入する王子製紙を除

きまして、九州外からの搬入を認めないことと

いたしまして、九州内でも、排出県内で処分可

能ならば認めないことといたしております。本

県は、九州外からの搬入を認めない、つまり、

一定地域からの搬入のみに限定するという意味

では、岩手県と同様と考えておりますけれど

も、本県は、埋め立て処分のみならず、すべて

の処分について地域的な規制をしておりまし

て、また、九州内であっても、排出する県内で

の処分が可能ならば認めないとする点で、より

強い規制をしている状況にございます。

３ページをごらんになっていただきたいと思

います。２の要綱を条例化しない理由について

でございます。先ほども申し上げましたよう

に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

は、県境を考慮しない広域的な処理を前提とし

ているために、条例化すれば、法律との整合性

から、県外産業廃棄物の搬入を原則禁止とする

基本方針を堅持することが不可能となります。

このため、条例化すれば、産業廃棄物の大量搬

出地域でございます関東とか関西などから、大

量の産業廃棄物が本県に搬入される可能性が高

まると考えているところでございます。

次に、３の本県要綱の実質的な効果につきま

しては、現在、県では、関東・関西など九州外

からの問い合わせがあった場合には、要綱に規

定する原則禁止を理由に、事前協議の提出の前

に断るなどの対応をとっておりまして、九州外

からの搬入を阻止いたしているところでござい

ます。また、九州内からの搬入でありまして

も、先ほど申し上げましたように、排出する県

内における産業廃棄物の処分の可能性を確認い

たしまして、排出する県内での処分が可能であ

る場合には認めないことといたしております。

要綱に基づきますこれらの対応により、県外か

ら本県への無秩序な産業廃棄物の搬入を抑止す

る効果があると考えているところでございま

す。

私からの説明は以上でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたらお願いいたしま

す。

○外山委員 基本的なことですけれども、勧告

と勧告内容の公表、この勧告というのは何なん

ですか。行政処分でしょうけれども、業者には

どのような罰則になるのか、この辺を教えても

らいますか。

○道久環境対策推進課長 勧告というのは、無

断搬入をしました場合に、搬入をやめるように

という注意文書とお考えいただいて結構でござ

います。それから、勧告内容の公表といいます

のは、その勧告に従わなかった場合に、ペナル

ティーというとおかしいんですけれども、外に

対して知らしめるという一つのペナルティーと

いうふうにお考えいただけば結構かと思いま

す。

○外山委員 とりあえず、いけませんよと業者

に対して注意をするだけのことなんですね。そ

の後はどうなるんですか。次にやる場合、その

業者には制約が課せられるんですか。例えば行

政処分が来るとか何かあるんですか。とりあえ

ず一回注意するだけですか。

○道久環境対策推進課長 当然、無断搬入とか

違法な搬入がありますと大変なことになります

ので、例えば不法投棄している場合、適正に処

理しなさいということを指導いたしまして、現

実に私どものほうは監視を続けると、最後まで
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見届けるというようなことで対応いたしており

ます。

○蓬原委員 本県が条例化しない理由が３ペー

ジにありまして、県外からの持ち込みは原則禁

止、これはこれで非常にわかりやすいんです

が、九州内でも大分はつくっていますね。大分

県はつくっています。ここに協力金というのを

書いてありますから、お金を取ることで許して

いるのかなという気がするんですが、そうなっ

た場合に、大分には、大量排出地域である関東

からかなりのものが入っているということがあ

るのではないかと。大分だけが九州内で条例化

した理由は何なのか。もしわかったら教えてく

ださい。

○道久環境対策推進課長 大分県では、先ほど

も申し上げたんですけれども、条例化する以前

はやはり要綱で対処いたしておりました。とこ

ろが、無断搬入が相次いだというんでしょう

か、いわゆる阻止できなかったといったところ

もございましたし、また、安定型の最終処分場

で不適正な処理がありまして、汚水の流出とか

悪臭が発生いたしまして、周辺住民の生活環境

上、問題になったそうです。それで条例化に

至ったというふうにお聞きいたしております。

○蓬原委員 確認ですが、他県のことですか

ら、課長に詳しく聞いてもわからないところも

あるんでしょうが、ということは要綱だけで阻

止し切れなかったということですね。むしろ条

例化したほうが不適正な処理等を制限できたと

いうことですかね。

○道久環境対策推進課長 要綱でも、厳格に対

処すれば対応できただろうと思うんです。た

だ、無断搬入という事態に対して適切に対処で

きなかったという事例もございましたし、先ほ

ど言いましたように、本来なら汚水が出るとか

悪臭がするということのないと思われる安定型

最終処分場での不適正な処理が出てきたという

ことで、条例化によりまして、一種の県の法律

でございますので、そちらのほうで規制をしよ

うとしたということでございます。

○蓬原委員 あと一点だけ、もしわかっていれ

ばの話ですが、関東、いわゆる大量排出地域か

らの搬入。この法律の基本が、県境を考慮しな

い広域的な処理を前提ということですから、条

例をつくることで逆にストップアウトできなく

なるので、関東からの搬入が大分県にかなりあ

るとか、そういう事例等はおわかりではないで

すか。

○道久環境対策推進課長 これはちょっと古い

資料でございまして、17年度の実績ですけれど

も、愛知県から14万6,000トン、兵庫県から14万

トン入っているような状況でございます。

○権藤委員 条例化することは、法規制上は強

化するという解釈をしていいのかなというふう

に、一般論として私は思うんです。そういう中

で、この問題の本質として、国の「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」との整合性を求めら

れるから、規制ができなくなるというお話のよ

うですが、例えば、19年９月に茨城県、19年３

月に静岡県、そういうものを参考にして条例化

したのではないかと思うんですが、全国のすべ

てについてそういう問題を内包していると。関

東・関西から攻めてくるのを防げないと。完全

な条例を、大ぶろしきを広げてしまうとそうな

るというような説明の部分はわからんでもない

んですが、私はやっぱり水際で防ぐという意味

では、条例化というのを形の上でとるべき段

階、ステップからいけば進んだステップの段階

ではないかというふうに思うんです。大分の例

はこうだというのがあるんですけど、条例化し
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たからそうなったという部分が、どうも納得が

難しいですね。条例化したから大分にはそうい

うのが来たんですよというのが。条例化しよう

がしまいが、それ以前の、条例化のない場合の

要綱、そういったものでやってもそういうのは

来たんじゃないかということ等については、ど

ういう解釈をしますか。

○道久環境対策推進課長 先ほどもちょっと申

し上げたんですけれども、要綱でやった場合に

は強制とかそういうものはできません。あくま

でも行政指導です。条例化してしまうと、先ほ

ど申し上げましたように、法の趣旨からして、

現在私どものとっているような「原則禁止」と

いうことはうたえません。ですから、私どもの

ような原則禁止という形での要綱を持っている

県がこれを条例化すれば、少なくとも、現在の

ような搬入量というんでしょうか、少ない量の

搬入量を維持することは困難だというふうに考

えております。

○権藤委員 私は、今の説明を聞いても釈然と

しないんですが、本来からいけば、原則禁止と

いうのがあって、その中で、香川県の例のよう

に一つの法律では縛り切れんと。しかし、要綱

の適用とか、あるいは条例の適用とか、そこに

横たわる国の法律の矛盾は確かにあるかもしれ

んけど、どこの部分を規制したいということ等

について、条例化したらできませんというの

は、今でもちょっと納得ができません。ここで

議論する時間もありませんが、今後高めていく

という意味では、規制を強化していくという意

味では、条例化は必要じゃないかという気がど

うしてもするんです。以後の機会に研究をして

いただいて、私どもの端的な疑問、要するに法

全体の問題、それから要綱と条例の関係、こう

したらうまくいくんですよというようなものが

ありそうな気がするんです。だから、そういう

部分を研究していただいて―去年つくったと

ころが２つあるわけですから、そういったとこ

ろも十分議論しているのかなという気がしま

す。逆にこれでいくと、要綱だけが一番いいん

だというようなことではなさそうな気がするも

のですから、そこら辺をもう少し研究をお願い

したいという要望にとどめたいと思います。

○鳥飼委員 結果的に県外持ち込み規制が担保

されているというのは、排出事業者がいて、運

搬事業者がいて、処分業者がいて、県外だった

ら、排出業者は県外、運搬業者も県外だろう

と、処分業者は恐らく県内だろうということに

なるんですけれども、県内の業者が、県がこう

いうふうに規制をしているからこれは大変だと

いうことであれば、お断りしますというような

ことになるのかなということで、実質的に、要

綱というのはお願いの文書ですから、一般の法

人にしても、県民といいますか、国民にしても

全く縛られないわけですけれども、先ほど申し

上げたような観点で要綱でも十分機能している

のかなという感じを受けたんですが、どうです

か、そこ辺は。なぜ要綱で機能しているのか。

○道久環境対策推進課長 私どものほうの自負

としては、この要綱を定めまして、これに基づ

いて忠実に守ってきた成果だというふうに考え

ております。県外の業者等から搬入したいとい

うあれもございまして、九州外からいろいろ問

い合わせがあるみたいです。不平不満を言われ

ることも大いにあると思うんですけれども、粘

り強く県のほうの考え方というものを御説明申

し上げまして、それで一応納得していただいて

今まで処理を行ってきたというのが実情でござ

います。

○鳥飼委員 それぐらいでは業者はうんと言わ
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ないはずなんです。なぜそういうことが担保さ

れているのかというと、恐らく私が申し上げた

ようなことかなと思うんです。それはそれで結

構なんですけれども、例えば有価物でしたら産

業廃棄物に入らないですね、今もこれは変わら

ないですね。

○道久環境対策推進課長 変わりません。

○鳥飼委員 豊島の問題でも、ウナギを有価物

ということにして、対岸から搬入をして、シュ

レッダーダストをどんどん埋めていってという

ことで、三菱マテリアルですか、今あそこで処

理をしていると思うんです。ああいうとんでも

ないことが起きてしまった。それは豊島の例も

あるし、青森県、秋田県とか書いてありました

が、どこかあの辺の県境にとてつもないごみの

山といいますか、産業廃棄物の山があって、そ

れぞれ両県で綱引きをしているというようなこ

とも以前ございました。ですから、そういう部

分も入ってくるということのチェックも必要だ

と思うんです。そうなってくると、廃棄物の処

分場のチェック体制というのが問われてくると

思うんですけれども、そこら辺は現状はどうい

うふうになっているんでしょうか。

○道久環境対策推進課長 私どものほうは、監

視員を県内に18人お願いいたしております。ま

た、保健所内におきましても、県警の御協力を

得まして、本課と合わせて４名の出向をいただ

いている状況でございます。その時々に応じま

して立入調査をやっておりまして、そのときに

書類等を見させていただくというようなこと

で、不適正な搬入を阻止しているというのが実

情でございます。

○鳥飼委員 そういうようなことだと思うんで

す。ですから、実質的に要綱で担保されている

とすれば、それはそれでいいんですけれども、

その中身がどうなのかということで、一廃の部

分も当然出てくるわけです。その中身が適正に

処理をされているのか、産廃なのに一廃で処分

されているんじゃないかというのがあります。

実質的な立入検査とはいかないにしても、常に

チェックをしていく体制が大事じゃないかとい

うふうに思っています。廃棄物監視員の人は恐

らくほとんどが非常勤の方だろうと思いますの

で、そちらのほうにも力を入れていく必要があ

るというのが１つと、一般の県民を廃棄物監視

協力員とか、ボランティアみたいなことで協力

をしてもらって、あそこでこんなものが燃えて

いるとか、日常生活の中で処分場のチェックを

していただくというのは非常に効果的じゃない

かと思いますので、これは今後の議論の参考に

していただければと思います。答弁は要りませ

ん。

○道久環境対策推進課長 今おっしゃいました

ネットワークの問題でございますけれども、実

を申しますと、私どものほうは、現在、廃棄物

適正処理推進ネットワーク強化事業というもの

を設けておりまして、その中で県内の12団体と

協定を結びまして、不法投棄の情報をいただけ

る体制を整えているところでございます。

○黒木覚市議員 産廃場で民間がやっている部

分で、以前は県内の業者がやっていたものを県

外業者が買い取っているのは、県内に何カ所ぐ

らいあるんですか。

○道久環境対策推進課長 申しわけございませ

ん。資料がございません。

○黒木覚市議員 私も感じているところがある

んですが、県外業者が買い取っているところは

どういうチェックが……。そういうところは県

外から持ち込まれる可能性が非常に高いんで

す。そのために買っているんじゃないかという



- 19 -

気もします。そういうところは全然ないんです

か。あなたたちはタッチしていないんですか。

○道久環境対策推進課長 県外業者がやってい

るとしても、それは県内業者と同様に立入調査

とかやっておりますので、問題があるというふ

うにはとらえておりません。なお、先ほどのお

話の中にございました、産廃業者の中で本店が

県外にある産業廃棄物の処分業者、こちらのほ

うにつきましては、県内で25企業あるというこ

とでございます。

○黒木覚市委員 県外業者がそういうふうにた

くさん入ってきているわけですから、私は条例

化をしないほうが問題が起こってくるんじゃな

いかと思うんです。今の段階では条例化しなく

ても規制している、順調にいっているというん

ですが、いつ、そこで大きな問題が起こるのか

なという逆の心配があるんです。県外業者は常

に何か持ち込もうとしているんです。いろんな

うわさを私たちは聞くんです。やっぱりそれが

心配なんですよ。特に日向あたりは港がありま

すから、何が起こるかわからない。県内あらゆ

るところに港があるわけですから、そういう規

制というのはこれからしっかりしていったほう

がいいんじゃないかと。今言うように、よその

県でも条例化をだんだんし始めている。それに

は問題があったからしているんだろうというふ

うに思うんです。もっとそこのところは研究さ

れたらどうですか。

○井本委員 私も今の段階の論理がどうもわか

らないんだけど、要するに、条例化したら禁止

できないから余計入ってくると、こういう論理

ですね。

○道久環境対策推進課長 先ほども申し上げて

いるんですけれども、現在のところ、九州外か

らの搬入は認めない、九州内であっても、排出

する事業者の所在する県内で処理できるのであ

れば、そちらの県で処理してくださいというこ

とで、今要綱で対応しているところでございま

す。

○井本委員 要するに条例化したら、原則禁止

ということが言えなくなる。だから余計入って

くるんだと、そういうことですねと言ってい

る。難しく言わんで「はい」なら「はい」と。

○道久環境対策推進課長 そのように考えてお

ります。

○井本委員 そうですね。条例化したところ

は、結局、過去入れようとしたよりもたくさん

入ってくるというふうに考えていいわけです

か。

○道久環境対策推進課長 時系列の形で見てい

るわけではございませんので、その点につきま

しては答弁は控えさせていただきますけれど

も、これは17年度の数字ですが、17年度レベル

で、例えば青森県さんは、２万8,000トンの搬

出、県内から県外に出したものに対しまして、

入ってきた量というのは46万2,000トンというよ

うな状況でございます。それから、同じような

ことが岩手県、秋田県でもありまして、岩手県

が、搬出が13万7,000トン、搬入が42万6,000ト

ン、秋田県では、搬出が６万6,000トン、受け入

れが19万9,000トンというような状況になってお

りまして、数字的に見れば、受け入れのほうが

多かったということが言えるかと思います。

○井本委員 もう一度確かめますが、この条例

をつくったところは、搬入する分をたくさんふ

やしたくて条例をつくったわけじゃないです

ね。できるだけ来んようにしたいと思ってつ

くったら、逆にふえちゃったと、こういうこと

ですか。

○道久環境対策推進課長 それぞれの県につき
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まして、なぜつくったのかといったところにつ

きましてはお聞きいたしておりませんので、答

弁することはできませんけれども、少なくとも

何らかの問題が生じたと、そしてそれを何とか

しなければならないということで、条例化され

たというふうに考えております。

○井本委員 大分もやったんだけど、逆に５倍

ぐらいふえたと言ってましたね。

○道久環境対策推進課長 先ほどの数字、13倍

とか５倍といいますのは、本県との比較でござ

います。

○井本委員 そもそもどうして広域的な処理を

前提とする法律をつくっているわけですか。

○道久環境対策推進課長 そもそも廃棄物の処

理というのは、適正に処理されればよろしいわ

けですね、法律にとっては。地方にとっては、

我が県には入れたくないというような考え方も

あろうかと思いますけれども、法律を制定する

ときには、国内で適正に処理されればそれで問

題なかったわけです。ですから、地方のことに

までというと言い過ぎかもしれませんけれど

も、各県の実情を考慮した法律にはなっていな

いということでございます。

○井本委員 あなたに言ってもしようがないの

かもしれんけど、やっぱり自分の家で出したご

みは自分のところで処理しなさいと。自分の市

で出したものは自分で処理しなさい、自分の県

で出したものは自分で処理しない、これが原則

だと私は思うんですよ。ところが、人のところ

に持っていっていいという法の発想そのもの

が、私は原則が間違っているんじゃないかと思

います。我々がもし条例で原則禁止ということ

を出したら、上乗せ規制と言うのか知らんけ

ど、これは上乗せ規制になるわけですか。

○道久環境対策推進課長 まず初めにお話しし

ておかなければならないのは、この法律の中で

は、県は県として廃棄物行政、ちゃんと処理し

なさいよという責務をそれぞれの県、また一般

ごみにつきましては市町村に課しております。

今、鹿児島県さんとか熊本県さんが、公共関与

した形での産業廃棄物処理場の建設を進めてお

ります。ですから、それぞれの県はそれぞれの

県で適正な廃棄物処理、それもできれば排出し

た県内で処理できるように、いろんな計画な

り、それに向けての努力をいたしているのが実

情でございます。

○井本委員 あなたもわかっているように、

やっぱり原則はそっちでしょう。自分たちでや

りなさい。自分のところのごみは自分のところ

で処理しなさい。ほかのところまで持っていく

のはおかしいじゃないのと言ってるのと変わら

んですね。私はそう思うんです。昔、環境問題

やらのときに、何々ppm以上のものを地方から発

信して上乗せ規制をやったんです。それを裁判

所でやったら、それはオーケーと、法律よりも

強い上乗せ規制は結構ですと、環境問題につい

てはオーケーですという判例も出ています。私

はこれもそれでいけるのじゃないかという気が

するんです。やってみなきゃわからんけれど

も、最高裁まで闘わなきゃいかんのかもしれん

けど、しかし、原則からすれば、自分のところ

のごみは自分のところで処理すると、これが私

は原則のような気がするんです。答えはもうい

いです。

○押川委員 蓬原委員に関連するんですが、先

ほど課長の答弁の中で、愛知県から14万6,000ト

ン、兵庫県から14万トン、大分県のほうに廃棄

物が搬入されたというお話があったところであ

ります。この中で協力金というのがあるんです

が、もしわかれば、この協力金の価格を教えて
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いただきたいと思います。トン当たりでも結構

です。

○道久環境対策推進課長 東北３県について言

いますと―大分県ですか、大分県は、最終処

分につきましては、トン当たり500円です。そし

て、中間処理につきましては、リサイクル率に

よって違っておりまして、中間処理を行うため

の搬入につきましては、搬入量１トンにつきま

して、原料リサイクル率80％以上の場合は取り

ません。同じく50％以上80％未満についてはト

ン当たり100円、20％以上50％未満の場合は250

円、原料リサイクル率が20％未満のものにつき

ましては、最終処分と同じくトン当たり500円と

いうようなことになっております。

○押川委員 ちなみに、大分県の場合で、今言

われたとおりトン当たり500円とか250円とかあ

るわけですが、大分県さんが17年度に入れられ

たときの金額はどのくらいになるものですか、

もし計算されておられれば。

○道久環境対策推進課長 総額で１億円という

ふうにお聞きいたしております。

○押川委員 大分県としての処分場の最終的な

収支といいますか、もうけあたりはあるもので

すか、ないものですか。

○道久環境対策推進課長 済みません、そこら

あたりのところはわかりかねます。

○押川委員 先ほどから議論になっていますよ

うに、条例をすれば入ってくる、要綱であれば

防げる、宮崎の場合は今のところ要綱で防いで

いる。これがずっと要綱のままで防げるという

ことであれば、そちらのほうがいいということ

での判断でよろしいんでしょうか。

○道久環境対策推進課長 条例で規制するにせ

よ、要綱で規制するにせよ、要はいかにその運

用を厳格に行うかといったところだと思うんで

す。ですから、何も条例化が悪いということで

はなくて、あくまでも、厳格に対処することに

よって、いかに産業廃棄物の適正な処理を行っ

ていくかというところが問題になろうかと思っ

ています。

○西村委員長 ほかに質疑はございませんか。

その他でございませんか。

○井本委員 別な話ですが、この前も黒田工業

に行きましたけれども、２～３年前の情報で

は、ペットボトルは、ほとんど中国に行ってい

るという話を聞いていましたが、今でも同じよ

うな状況ですか。

○道久環境対策推進課長 済みません、私も新

聞等で読む程度の知識しかございませんので、

答弁は控えさせていただきたいと思います。

○蓬原委員 せっかく皆さんがおそろいですか

ら。この前、県北の視察で日向のリサイクルセ

ンター、黒田工業に行きました。複合型ごみ処

理施設となっています。民間企業が行政から一

般廃棄物の全面委託を受けたのは全国初だとい

うことで、日向市、門川町、美郷町、諸塚村、

椎葉村等から受けておられまして、民間がやら

れるだけあって、非常に個々のリサイクルをさ

れておられまして、中には、今出ましたプラス

チックのリサイクルでペレット化するとか、固

形燃料化するとか、いろんなことをうまくやっ

ておられまして、年商が10億円になったのかな

と思うんですが、民間ですから、当然、経営健

全化というか、赤字になることはやらないわけ

ですね。

そこで思ったのが、今問題になっているエコ

クリーンプラザみやざき、これは県も関与して

何百億円と金をかけてつくって、今こういう問

題が起きているわけです。今、エコクリーンプ

ラザみやざきのことについて質問するつもりは
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ありませんから、御安心ください。私が端的に

お尋ねしたいのは、こうやって民間で一般廃棄

物―当然産業廃棄物もやっておられるわけで

すけれども、やれるという時代に来ているとい

うことですね。ということは、今後の将来形と

して、一般廃棄物等を公共がやるんじゃなく

て、こうやって民間で施設をつくって、民間に

やっていただいたほうが非常にうまくいくん

じゃないかという気がしたんです。実際やって

いるわけですから。財務内容は銀行の専門家が

おりますから、財務内容は向こうにやってもら

わなきゃわからんけど、どうなんですか、私ど

もはそういう感想を持ったんですが、将来の一

般廃棄物の処理のあり方として、民間が施設を

つくって、民間がペイする形でうまくリサイク

ルなりやっていくということについてのお考え

をお尋ねしたいのであります。願わくば部長に

お願いします。

○髙柳環境森林部長 廃棄物処理につきまし

て、特に産廃関係については、エコクリーンプ

ラザみやざきができた当時には、民間の施設が

ありませんでしたので、特に企業誘致とか産業

を振興する上では、そういう処理をするところ

が必要ということで、産業界、全市町村からの

要望を受けて産業廃棄物をやりました。今後に

つきましては、当然、民間企業でやれる分があ

れば、それも活用しながらやっていくべきだと

思います。ただ、一般廃棄物については毎日多

量のごみが出ます。それを民間の採算だけで、

うまくいかんからつぶれました、できませんと

いうことだけでは、難しい面がございますの

で、その辺の兼ね合いというのは、民間の力も

活用しながら、また、安定的に処分できるよう

にする体制をどうとるのかということがポイン

トになろうかと思います。ですから、活用して

いくことは大いにやっていく。ただ、これは企

業ですから、やはり採算がとれないといけませ

んし、ある一定の量を確保できないといけない

と思います。

それと、先ほど広域化の問題が出ましたが、

確かに基本的には、自分で出したら自分で始末

しなさいというのは、産廃にかかわらず一般的

にそうだと思うんですが、現実的に、大都市

で、東京で、あるいは横浜、大阪とか工業地帯

で出た部分を、そこで全部処理しなさいという

ことができるのかどうかという問題も一つあり

ます。それと、逆に地方の立場からいいます

と、宮崎県内で産業廃棄物を排出したときに、

県内で処理できないものもございます。これに

ついては、そういう施設を持っている県外のと

ころにお願いをするということも必要になりま

すので、すべてが自己完結で各都道府県で処理

するというのは、現実的に無理があろうかと思

います。宮崎県では受け入れよりも県外に搬出

している量のほうが多いという実態もございま

す。自己完結型というのは、それぞれ産業の育

成振興の上でもいろいろありますので、その辺

のところは、広域的な処理というふうに法律上

はならざるを得ない部分もあるのかなという感

じは持っております。いろいろ御意見があろう

かと思います。

○井本委員 私はどっちを原則とすべきかとい

うことを言っているだけです。原則は、自分の

ところのものは自分で処理しなさいと、処理で

きないものは外で処理してもらってもいいです

よということを言っているわけです。この話

は、原則がそもそも外に出せという法律でしょ

う。だから、おかしいんじゃないかと私は言っ

ているんですよ。それはそうですよ、東京のも

のをあそこで処理しようとしても、東京では処
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理できん。だけど、原則は自分のところでやり

なさい、できんようだったら外に出しなさいよ

と。ところが、この法律は逆だと私は言ってい

るわけです。わかりますか。

○髙柳環境森林部長 おっしゃる意味はよくわ

かります。ただ、立法政策上、そういう判断が

あって、現実的に広域化というのが今の法律上

されているということでございます。これは国

会で十分議論していただく必要がある部分だと

思いますので、ここでは意見を差し控えさせて

いただきます。

○西村委員長 ほかございませんか。

それでは、ないようですので、これで終わり

たいと思います。執行部の皆さん、御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午前11時48分休憩

午前11時49分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項１になりますが、県外調査について

お伺いしたいと思います。10月22日から24日に

かけまして実施します県外調査、まだ資料はご

ざいませんが、次回９月定例会中の委員会開催

から日にちが余りございませんので、あらかじ

め皆さんから御要望等をいただきたいと思いま

す。御意見がありましたら、お願いいたしま

す。

○井本委員 条例化を考えるなら、そういうと

ころを１つか２つ入れてほしい。それともう一

つ、これは皆さん方はどう思うか知らないけ

ど、今、本当にエネルギーを考えたら、私は原

子力まで手を突っ込まなきゃ……。きょうもテ

レビでやっていました。地下何百メートルまで

やっていると出ていましたけど、そういう原子

力のも本当かどうか、その辺も検討しなきゃい

かん時代に来ているんじゃないかなと私は思う

んです。そういう意味では、この前、新潟で原

発がびくともせんかったというあの辺も行って

見てみたらどうかなという気がするんです。

○西村委員長 原発自体が新エネルギーに該当

しないというのを強く今言われていまして、そ

の中でも別の新エネルギーがあると思うので、

原子力というのは新エネルギーじゃない、既存

のエネルギーで。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午前11時53分再開

○西村委員長 再開いたします。いろんな意見

をお伺いしまして、２泊３日ですから、効率よ

く回れるように、７月、８月の間に決めたいと

思いますので、また新しいアイデアが浮かんだ

方は事前に。それでは、正副委員長に一任いた

だいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきます。

次に、県南調査につきましてお伺いいたしま

すが、８月５日、６日にかけて県南調査を実施

予定としております。資料１をごらんくださ

い。現在のところ、書記のほうから、全員参加

の報告を受けておりますので、よろしくお願い

したいと思います。また、服装につきましては

夏季軽装といたします。

それでは、資料要求等についてございました

ら。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようでしたら、最後になり
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ますが、その他で皆様から何かあれば。

○黒木覚市委員 資料要求で、さっき、県外の

業者が25社買っていると。その会社名、それは

出せると思うので、資料として、どこ辺を県外

業者が買っているのか見たいと思います。産廃

施設とか業者をすべて出して、これとこれとこ

の分が県外業者と、そういう印をしてもらった

ほうがかえっていいですね。

○西村委員長 ほかにございませんか。

○井本委員 私が前に調べたときに、随分前の

話だからわからんけど、産廃で出さなきゃいけ

ない何品目とかあるでしょう。あれの採算状況

を教えてもらえんかな。

○西村委員長 採算といいますと。

○井本委員 家を壊したときに、これとこれを

出さにゃいかんとなっていたでしょう。材木と

か何とか幾つか品目がある。テレビなんかも出

さにゃいかん。あんなものを5,000円だったか１

万円だったか預けて。リサイクルセンターの全

国のものがあるんだね。あそこは物すごく金を

集めているんですよ。それがどのように採算ベ

ースに乗っているのか、回転しているのか、一

遍知りたいなと思って。中央官僚のやること

は、自分たちの仕事をふやすために、ばんばん

金を集めてやっているというのがあのときの印

象だったから。

○西村委員長 各項目の処分手数料と処分の実

態というような形。

○井本委員 どんなふうに回転してどういうふ

うに最後まで行き着いているのか、その辺を聞

かせてもらえんかと思って。

○西村委員長 そのほかございませんでしょう

か。条例案の話もいろいろ出ましたけど、今後

の委員会を進めながら検討していきたいと思っ

ております。

それでは、次の委員会は８月５日からの県南

調査としますので、御参加のほうをよろしくお

願いいたします。

なお、次回の委員会は、10月上旬ごろの予定

となります。

それでは、本日の委員会を閉会いたします。

午前11時57分閉会


